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           飯能市建設工事請負指名業者選定要領に関する運用基準 

                                           （平成１４年２月１日決裁） 

１ 趣 旨 

  この基準は、飯能市建設工事請負指名業者選定要領（平成１４年２月１日

決裁）の運用に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業者選定における評価の視点 

  工事成績評定及び工事成績簡易評定による評価結果並びに経営状況等を指

名業者の選定に反映させるための評価の視点は、次の表に掲げるところによ

る。 

 

区   分 評  価  の  視  点  

専門技術力 工事の特性に応じた施工技術力を有する。  

 施工条件を勘案した設計変更ができる。  

 施工条件を勘案した施工計画が立案できる。  

マネジメント力 施工体制がしっかりしている。  

 要求した工期を遵守できる。  

 安全対策を適切に実施し、事故なく工事を完了できる。  

 要求した品質を満足できる。  

 住民、関係機関、近接他工区との調整・対応に協力できる  

保証力 履行保証能力がある。  

経営力 業務量に応じた経営規模の企業である。  

社会性等 災害時の危険地点や要因など地域の事情を熟知している。  

 自然災害発生時など緊急・非常時に対処できる。  

 倫理感を有する。  

 当該工事・事業に関する情報発信（ＰＲ）能力がある。  

技術者の余力 

 

当該工事現場における施工の技術上の管理をつかさどるた 

めに必要かつ適正な技術者を有する。 

 

 

建設業の許可区分 

 

当該工事を請け負って施工するための適正な建設業の許可 

を有する。 
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３ 業者選定基準 

   競争入札に付す土木工事及び建築工事における指名業者の選定に当たって

は、次に掲げる基準に当該工事の技術的・社会的特性等を総合的に考慮して

選定するものとし、その他の工事にあっては、その都度市長が定める。 

 

（１） 格 付 

①  土木工事 

 工 事 対 象 額 格       付  

 ２千万円未満 市内業者 特に指定なし 市外業者 Ｂ、Ｃ  

 ２千万円以上４千万円未満 市内業者 特に指定なし（工事に応じ、格付を

することができる。）市外業者 Ａ、Ｂ、Ｃ 

 

 ４千万円以上２億円未満 Ａ、Ｂ  

 ２億円以上 Ａ  

②  建築工事 

 工 事 対 象 額 格       付  

 ２千万円未満 市内業者 特に指定なし 市外業者 Ｂ、Ｃ  

 ２千万円以上５千万円未満 市内業者 特に指定なし（工事に応じ、格付を

することができる。）市外業者 Ａ、Ｂ、Ｃ 

 

 ５千万円以上５億円未満 Ａ、Ｂ  

 ５億円以上 Ａ  

 

（２） 経営事項審査総合評点 

①  土木工事 

 工 事 対 象 額 総  合  評  点  

 １千万円未満 １，１００点未満  

 １千万円以上２千万円未満 ５００点以上１，２００点未満  

 ２千万円以上４千万円未満 ５００点以上１，３００点未満  

 ４千万円以上２億円未満 ７００点以上  

 ２億円以上 ８５０点以上  
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②  建築工事 

 工 事 対 象 額 総  合  評  点  

 ２千万円未満 １，１００点未満  

 ２千万円以上５千万円未満 ５００点以上１，１００点未満  

 ５千万円以上１億円未満 ７００点以上１，２００点未満  

 １億円以上５億円未満 ７００点以上  

 ５億円以上 ８５０点以上  

 

（３）資本金 

①  土木工事 

 工 事 対 象 額 資 本 金 の 額  

 ２千万円未満 ３百万円以上  

 ２千万円以上４千万円未満 １千万円以上  

 ４千万円以上３億円未満 ２千万円以上  

 ３億円以上５億円未満 ５千万円以上  

 ５億円以上 １億円以上  

   ※市内業者については資本金の額の１／２とする。 

  

②  建築工事 

 工 事 対 象 額 資 本 金 の 額  

 ２千万円未満 ３百万円以上  

 ２千万円以上５千万円未満 １千万円以上  

 ５千万円以上５億円以上 ２千万円以上  

 ５億円以上１０億円未満 ５千万円以上  

 １０億円以上 １億円以上  

   ※市内業者については資本金の額の１／２とする。 

 

 



- 4 - 

（４） 過去の実績（工事高） 

    ① 土木工事 

       経営事項審査における過去２年間の平均当該工種年間工事高によって

実績を評価する場合においては、次の表に掲げるところによる。ただし、

当該工事と同種で同程度以上の施工実績を提出させ、その実績によって

評価する場合においては、この限りでない。 

 

 工 事 対 象 額 過去２年間の平均当該工種工事高  

 １千万円未満 特に指定なし  

 １千万円以上２千万円未満 １千万円以上  

 ２千万円以上４千万円未満 ２千万円以上  

 ４千万円以上１億円未満 ４千万円以上  

 

 

１億円以上 

 

当該工事対象額（千万円の位を切り捨てた 

億単位の額とする。）以上 

 

 

   ※市内業者については過去２年間の平均当該工種工事高の１／２とする。 

   

② 建築工事 

        経営事項審査における過去２年間の平均当該工種年間工事高によって

実績を評価する場合においては、次の表に掲げるところによる。ただし、

当該工事と同種で同程度以上の施工実績を提出させ、その実績によって

評価する場合においては、この限りでない。 

 

 工 事 対 象 額 過去２年間の平均当該工種工事高  

 １千万円未満 特に指定なし  

 １千万円以上２千万円未満 １千万円以上  

 ２千万円以上５千万円未満 ２千万円以上  

 ５千万円以上１億円未満 ５千万円以上  

 

 

１億円以上 

 

当該工事対象額（千万円の位を切り捨てた 

億単位の額とする。）以上 

 

 

※市内業者については過去２年間の平均当該工種工事高の１／２とする。 
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（５） 技術者数 

   次の表に掲げるところにより、主任技術者、監理技術者等の技術者を有

すること。ただし、当該工事に配置予定の監理技術者の資格、同種の工事

の経験等の経歴書を提出させ、その経歴等によって評価する場合において

は、この限りでない。 

 

① 土木工事 

 工 事 対 象 額 技  術  者  数  

 ５百万円未満 技術者１人以上  

 ５百万円以上３千万円未満 主任技術者１人以上  

 ３千万円以上４千万円未満 監理技術者１人以上  

 ４千万円以上１億円未満 監理技術者２人以上  

 １億円以上 その都度定める。  

 

② 建築工事 

 工 事 対 象 額 技  術  者  数  

 １千５百万円未満 技術者１人以上  

 １千５百万円以上５千万円未満 主任技術者１人以上  

 ５千万円以上１億円未満 監理技術者１人以上  

 １億円以上５億円未満 監理技術者２人以上  

 ５億円以上 その都度定める。  

 

（６） 工事成績 

    前年度において本市が発注した工事のうち、当該工種に係る工事成績評

定及び工事成績簡易評定による評価結果が、次の表に掲げる区分に応じて

それぞれの評価点に満たない場合においては、他の者を優先するものとす

る。 

 

 区    分 平 均 点 個 別 点  

 工事成績評定による評価結果    ６５点     ６０点  
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 工事成績簡易評定による評価結果   ７５点   ７０点  

 

４ 共同企業体による入札 

共同企業体による入札については、飯能市建設工事共同企業体取扱要領（平

成１８年１２月２５日決裁）に定めるところによる。 

 

５ 市外業者の取扱い 

   市外業者を指名業者として選定しようとするときは、近隣市に営業所を置

く業者をなるべく優先するものとする。 

 

６ 大手・準大手ゼネコンの取扱い 

  大手・準大手ゼネコンの指名に当たっては、前年度に同種の大規模工事を

受注した業者は、原則として指名しないこととする。ただし、近隣市内に主

たる営業所を置く業者については、この限りでない。  

 

 

   附 則 

 この基準は、平成１４年４月１日以後に建設工事の請負契約に係る指名業者

を選定する場合について適用する。 

   附 則（平成１５年２月２０日決裁） 

 この基準は、平成１５年４月１日以後に建設工事の請負契約に係る指名業者

を選定する場合について適用する。 

   附 則（平成１６年３月１０日決裁） 

 この基準は、平成１６年４月１日以後に建設工事の請負契約に係る指名業者

を選定する場合について適用する。 

附 則（平成１７年２月２８日決裁） 

 この基準は、平成１７年４月１日以後に建設工事の請負契約に係る指名業者

を選定する場合について適用する。 

附 則（平成１８年２月１０日決裁） 
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 この基準は、平成１８年４月１日以後に建設工事の請負契約に係る指名業者

を選定する場合について適用する。 

附 則（平成１８年３月３０日決裁） 

 この基準は、平成１８年４月１日以後に建設工事の請負契約に係る指名業者

を選定する場合について適用する。 

附 則（平成１８年１２月２５日決裁） 

 この基準は、平成１９年４月１日以後に建設工事の請負契約に係る指名業者

を選定する場合について適用する。 

 附 則（平成１９年３月１日決裁） 

 この基準は、平成１９年４月１日以後に建設工事の請負契約に係る指名業者

を選定する場合について適用する。 

 附 則（平成２８年３月１８日決裁） 

 この基準は、平成２８年４月１日以後に建設工事の請負契約に係る指名業者

を選定する場合について適用する。 

 


